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加美町総合戦略審議会設置要綱 

平成２７年５月１日 

訓令第１２号  

（設置）  

第１条 まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）第 10 条第 1 項

に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略について、重要な事項を調

査審議するため、町長の附属機関として、加美町総合戦略審議会（以下「審議

会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。  

(1) 加美町まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）の

策定及び人口ビジョンの策定に関すること。 

(2) 総合戦略に基づく施策の実施状況及び効果の検証に関すること。  

２ 審議会は、その他総合戦略に関する事項について、町長に意見を述べること

ができる。  

（組織）  

第３条 審議会は、委員１５名以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。  

(1) 産学金労（産業・教育・金融・労働）の有識者  

(2) 一般住民 

(3) その他町長が必要と認める者  

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合

における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 
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（会議）  

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。  

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。  

（関係者の出席）  

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

（庶務）  

第８条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。  

（委任）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審議会に諮って定める。  

附 則  

この訓令は、公布の日から施行する。  
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加美町総合戦略審議会会議運営要領 

 

（趣旨）  

第１条 この要領は、加美町総合戦略審議会設置要綱（平成２７年訓令第１２

号）第９条の規定に基づき、加美町総合戦略審議会の会議（以下「会議」とい

う。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（会議の公開）  

第２条 会議は、公開する。ただし、会長が、審議会に諮り非公開が適当である

と認めた場合はこの限りではない。  

（傍聴）  

第３条 会議の傍聴を希望する者は、傍聴受付簿に住所、氏名を記入するものと

する。  

２ 傍聴者は、会議中みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動等を

してはならない。  

３ 前項に違反するときは、会長はこれを抑制し、当該傍聴者がその指示に従わ

ないときは、これを退場させることができる。  

（会議資料の閲覧） 

第４条 会議を公開するときは、傍聴者は会議資料を閲覧できるものとし、傍聴

者が閲覧できる資料の範囲は会長が定める。 

（会議録）  

第５条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。  

（１）開催日時及び場所  

（２）出席者の氏名 

（３）議題及び議事の要旨  

（４）その他会長が必要と認めた事項  

（会議録の公開）  

第６条 会議録及び会議に提出された文書等は、公開する。なお、公開にあたっ

ては、加美町情報公開条例（第１５年条例第１０号）に基づくものとする。  

（補則）  

第７条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。  
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附 則  

この要領は、平成２７年６月２６日から施行する。  

 


